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3 申告にあたっての添付書類

確定申告で申告した特定配当等・特定株式等譲渡所得金額

１　すべて申告不要を選択します（以下の記載は不要です）

所得金額 市民税・県民税の源泉徴収税額

所得金額 市民税・県民税の源泉徴収税額

２　所得税と異なる以下の課税方式を選択します（以下の表に記載が必要です）

　上記の確定申告書に記載した上場株式等に係る配当所得等及び上場株式等に係る譲渡所得等
について、住民税では、

市民税・県民税での申告

        選択する番号に〇をつけてください。

※対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等は、所得税（復興特別所得税含む）15.315％と住民税５％の合計

20.315％があらかじめ源泉徴収（特別徴収）されているもののみです。

　なお、所得税20.42％を源泉徴収されているものは、市民税・県民税が特別徴収されていないため、対象とはなりませ

ん。市民税・県民税申告（総合課税）が必要です。

□　令和　５　年度　市民税・県民税申告書

□　令和　４　年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書のコピー

□　特定口座年間取引報告書のコピー・上場株式等の支払通知書のコピー（口座数分必要となります）
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※ 申告不要制度及び所得税と異なる課税方式を選択する場合は、令和５年度市民税・県民税納税通知書（特別徴

収税額決定通知書）が送達される日までに申告する必要があります。なお、送達された日以降に課税方式を変更す
ることはできません。

※ 住民税の特別徴収税額の記載誤りなどがあり、上場株式等の所得と判断がつかない場合は、確定申告の内容で市民税・県民

税を課税する場合があります。

※ 申告不要制度を選択した場合、配当控除・配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。

また、譲渡所得等を申告不要とし、損失があった場合、翌年に損失を繰越すことはできません。


